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はじめに 

 
（日本全土で地震が多発しています） 

近年、全国各地で大規模地震が相次いで発生し、建物の全半壊等によって、多くの人命

が奪われたり、財産を消失したりするなどの甚大な被害が発生しています。 

平成 19 年（2007 年）３月には最大震度６強の能登半島地震が発生し、約 700 棟の住宅

が全壊し、2,600 人を超える方々が、避難所生活を余儀なくされました。 

平成 23 年（2011 年）３月には、東日本大震災が発生し、地震による強い揺れに加え、

太平洋沿岸を中心に到来した大津波や液状化現象により、未曾有の被害をもたらしました。 

また、本県同様に地震が少ないと言われていた九州地方でも平成 28 年（2016 年）４月

に熊本地震が発生し、震度６弱以上の地震を７回も観測し、甚大な被害が発生しました。 

さらに、令和６年（2024 年）１月１日には、石川県能登地方を震源とするマグニチュー

ド 7.6、最大震度７の地震が発生し、南砺市においても震度５を観測するなど、大地震が

いつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。 

（内陸型の地震による死因の約９割は住宅の倒壊によるものです） 

平成７年（1995 年）１月の阪神・淡路大震災（震度７）では、９万棟を超える家が全壊

し、地震による直接的な死者数は約 5,500 人となり、その約９割（約 4,800 人）は住宅の

下敷き等により命を奪われたことがわかっています。さらに倒壊した建築物等は、火災の

発生や避難・救援や消火の妨げ、がれきの発生等により被害の拡大をまねきました。 

（地震から生命・財産を守るには住宅・建築物の耐震化が効果的です） 

地震の発生を阻止したり予想したりすることは、とても難しいことです。しかし、地震

の発生による被害を軽減することは可能です。住宅・建築物が倒壊することにより、死傷

者の発生、延焼火災の発生、消火・救援・避難活動の遅れ（道路が通行できない）等の被

害が大きくなることがわかっています。 

住宅・建築物を倒壊しないようにするための「耐震化」が、多くの生命や財産を守るた

めに有効かつ効果的な方法です。 

（耐震化の必要性） 

現行の耐震基準（新耐震基準）では、極めて稀にしか発生しない大規模な地震（震度６

強から震度７程度）に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないこと

を目標としています。 

しかし、昭和 56 年（1981 年）以前の旧耐震基準で設計された現行の法律の適用を受け

ていない建築物は、当時の法規によって確認されたものですので「法違反」とはなりませ

んが、「既存不適格」ということになります。 

こうした状況に鑑み、平成７年（1995 年）に耐震改修促進法が施行され、平成 18 年

（2006 年）の法改正で、平成 27 年（2015 年）までの特定建築物の耐震化率 90％という数

値目標が設定されました。これは、昭和 56 年（1981 年）以前に建てられた建物のうち、



はじめに 

2

不特定多数の人が利用する建物（特定建築物）の所有者に対して、耐震性の確認と改修に

関する努力義務と罰則規定を定めた法律です。 

また、平成 25 年（2013 年）５月に耐震改修促進法が改正され、耐震診断が義務付けら

れたほか、平成 31 年（2019 年）１月には耐震改修促進法施行令が改正され、耐震診断が

義務付けられる通行障害建築物にブロック塀等が追加されました。 

さらに、令和７年（2025 年）７月に、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針」（以下「基本方針」という。）が一部改正され、住宅については令和 17

年（2035 年）までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和 12年（2030 年）まで

に、要安全確認計画記載建築物については早期に、いずれも耐震性が不十分なものを概ね

解消するという国の目標が示されるなど、建築物の耐震改修を促進する取組が強化されて

います。 
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第１章  計画の目的と位置づけ 

 

１ 計画の目的 

 
本計画は、地震による建築物の被害・人的被害を最小限に抑え、市民一人ひとりの生命

及び財産を保護するため、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進するための

基本的な枠組みとして、耐震化の目標と耐震性向上施策等を定めることを目的とします。 

 

２ 計画の位置づけ 

 
本計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（令和７年（2025 年）５月改正、令和

８年（2026 年）４月施行）」（以下「耐震改修促進法」という。）第６条第１項に基づき策定

します。 

本市では、防災活動を総合的かつ計画的に実施することにより災害による被害の軽減を

図るための計画として「南砺市地域防災計画」を定めており、本耐震改修促進計画は地域

防災計画と連携を図り、住宅・建築物の耐震化率の目標や計画的に耐震対策を実施するた

めの施策等の内容を定めるものです。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 

国土交通省

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための基本的な方針 

国土交通省

富山県耐震改修促進計画 

富山県

災害対策基本法 

総務省

防災基本計画 

中央防災会議

南砺市地域防災計画 

南砺市 

計画的な防災活動により、災害による

被害の軽減を図るための防災計画

富山県地域防災計画 

富山県

南砺市耐震改修促進計画 

住宅・特定建築物の耐震診断及び耐震改修を

促進し、生命や財産の被害の軽減を図るため

の計画

連携

地震に強いまちづくりの推進
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３ 計画期間 

 
本計画は、令和８年度（2026 年度）から令和 17年度（2035 年度）の 10年間とし、令和

17年度（2035 年度）の目標を設定します。 

なお、本計画は社会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応するため、定期的に検証

を行い、必要に応じて適宜計画内容や目標の見直しを行います。 

 

４ 耐震化を促進する建築物 

 
市民は、自ら所有または管理する建築物について、地震に対する安全性を確保するよう

努力する必要があります。 

本計画では特に耐震化を図るべき建築物として、次のうち、建築基準法等の耐震関係規

定に適合していない建築物（耐震強度が不足する建築物）の耐震化を促進します。 

 
図表 1-1　対象建築物の種類 

注）本市においては、「要安全確認計画記載建築物」に該当する建築物はありません。 
 

 区　分 種　類 内　容

 住宅 戸建住宅、共同住宅 木造及び非木造

 

特定既存耐震

不適格建築物

耐震改修促進法第 14 条第一号

学校、体育館、劇場、集会場、展示場、百

貨店、事務所、老人ホーム等の多数の者が

利用する一定規模以上の建築物

 
耐震改修促進法第 14 条第ニ号

一定の数量以上の危険物を貯蔵又は処理

する建築物

 
耐震改修促進法第 14 条第三号

県計画又は市計画で指定する道路に接す

る一定の高さ以上の通行障害建築物

 

耐震診断義務付

け対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物 

（耐震改修促進法附則第３条）

不特定多数の者が利用する既存耐震不適

格建築物及び避難確保上特に配慮を要す

る者が利用する既存耐震不適格建築物で

大規模なもの、一定数量以上の危険物を

貯蔵又は処理する建築物

 

要安全確認計画記載建築物 

（耐震改修促進法第７条）

県計画で指定する公益上必要な既存耐震

不適格建築物、県計画及び市計画で指定

する緊急輸送道路等防災上重要な道路沿

いの通行障害既存耐震不適格建築物

 
公共建築物 市有建築物

市が所有する公共建築物で、災害時にお

いて防災上重要な役割を担う建築物
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また、これら重点対象建築物のほか、地震時の建築物の総合的な安全対策を図るため、

次に掲げる建築設備、工作物等も本計画の対象に加え、市内全域の建築物等の地震に対す

る安全性の向上を図ることとします。 

○ 居住空間内の安全対策 

○ エレベーター、エスカレーターの安全対策 

○ ブロック塀、給湯器等工作物の安全対策 

○ 屋根瓦の脱落防止対策 

○ 天井崩落対策　等 

 

５ 用語の定義 

 
本計画で使用する主な用語について、次のとおり定義します。 

 

 

 用　語 定　義

 耐震診断 地震に対する安全性を評価すること。

 
耐震改修

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修

繕若しくは敷地の整備をすること。

 

旧耐震基準

昭和 56 年（1981 年）５月 31日以前に着工して建てられた

建築物の建築基準法の地震に対する構造の基準。震度５強程

度の揺れでは建築物が倒壊せず、破損したとしても補修する

ことで継続使用が可能な構造基準として設定されている。阪

神・淡路大震災では、この基準により建築された住宅の約

64％が大きな被害を受けたと報告されている。

 

新耐震基準

昭和 56 年（1981 年）６月１日以降に着工して建てられた

建築物の建築基準法の地震に対する構造の基準。建築基準法

では最低限尊守すべき基準として、建築物の耐用年数中に何

度か遭遇するような中規模の地震（震度５強程度）に対して

は構造体を無害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大地

震（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒

壊等の被害を生じないことを目標にしている。

 

耐震化率

すべての建築物のうちの、耐震性がある建築物（新耐震基

準によるもの、耐震診断で耐震性ありとされたもの、耐震改

修を実施したもの）の割合。

 

既存耐震不適格建築物

昭和 56 年（1981 年）５月 31日以前の旧耐震基準により建

築された建築物で、用途や規模によらず、現行の耐震関係規

定に適合していないすべての建築物のこと。
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 用　語 定　義

 

特定既存耐震不適格建築物

既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法第 14 条に

定める、学校、体育館、病院、集会場、展示場、老人ホーム、

その他多数の者が利用する一定規模以上の建築物等で、この

うち、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載

建築物を除いた建築物のこと。

 

通行障害建築物

地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する道路の通

行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある

建築物のこと。

 

要緊急安全確認大規模建築物

地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある不特定

多数の者が利用する旧耐震基準で建築された大規模な建築

物のこと。この建築物には、耐震診断結果の報告が義務付け

られている。

 
要安全確認計画記載建築物 

（通行障害既存耐震不適格建築物） 

（防災拠点建築物）

都道府県又は市町村が指定する旧耐震基準で建築された

通行障害建築物、都道府県が指定する旧耐震基準で建築され

た病院や官公庁等の防災拠点建築物のこと。この建築物に

は、耐震診断結果の報告が義務付けられている。

 
耐震診断義務付け建築物

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建

築物。

 

特定行政庁 
所管行政庁

建築主事を置く市町村においては、その市町村の長であ

り、その他の市町村では、都道府県知事をいう。耐震改修促

進法に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、

指導・助言・指示等を行うことができる（本県の場合、富山

県、富山市、高岡市）。

 

緊急輸送道路

災害時の拠点施設を連結し、災害時における多数の者の円

滑な避難、救急・消火活動の実施、支援物資の輸送等の観点

から重要な道路で、地域防災計画に定められている道路。

 

一部屋耐震

家屋が倒壊しても一定の耐震空間を確保することで命を

守る装置「耐震シェルター」、「耐震ベッド」等を住居内に設

置するもの。

 
軸組工法

建築の基本となる骨組みを柱と梁で構成し、その枠組みに

よって建物を支える伝統的な日本の木造建築技術。
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６ 計画改定の背景等 

 
１）計画改定の経緯 

本市では、住宅及び建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを実

現し、市民の生命と財産を保護することを目的に、平成 21 年（2009 年）３月に「南砺市

耐震改修促進計画」を策定しました。 

その後、平成 25 年（2013 年）５月に耐震改修促進法が改正され、国及び県における住

宅・建築物の耐震化率目標が見直しされたことなどを受け、平成 30 年（2018 年）３月に

所要の改定を行い、計画に基づき耐震施策を推進してきました。 

こうしたなか、令和６年（2024 年）１月に発生した能登半島地震では、旧耐震基準の木

造建築物の倒壊等の割合が新耐震基準導入以降の木造建築物と比較して顕著に高いことが

明らかになりました。 

また、国土交通省の調査によると、令和５年（2023 年）現在、全国の市町村の約９割に

おいて住宅の耐震化率が 90％（全国値）を下回っている状況にあり、国は、令和 12 年

（2030 年）までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標としています。 

このような背景のもと、国の法改正及び県の耐震改修促進計画の改定を踏まえ、耐震改

修促進計画の見直しを行い、引き続き住宅及び建築物の耐震化、ひいては地震に強いまち

づくりの一層の促進を図ります。 

 
２）耐震改修促進法の改正 

平成 25年（2013 年）の耐震改修促進法の改正に伴い、法改正前の定義で「特定建築物」

であったものが、その用途・規模により細分化され、一部の用途で大規模なものが「要緊

急安全確認大規模建築物（附則第３条）」、それ以外のものが「特定既存耐震不適格建築物

（法第 14条）」と定められたほか、住宅・建築物の耐震化促進のための規制強化等がなさ

れました。 

また、平成 31 年（2019 年）１月には、建築物に附属するブロック塀等についても、建

築物本体と同様に、耐震診断義務付けが施行されました。 

規制強化の主な内容は、次のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
・耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象をすべての建築物に拡大 

・不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け及び

診断結果の公表 

・庁舎や避難所等の防災拠点施設及び通行障害建築物等について、耐震改修促進計画

で指定した場合は、耐震診断を義務付けたうえで、その結果を公表 

・一定規模以上の危険ブロック塀で避難路沿道にあるものの耐震診断の実施と結果報

告を義務付け

建築物耐震化促進のための規制強化
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また、建築物の耐震化の円滑な促進のための措置として、次の促進策も設けられました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・耐震改修計画の認定基準の緩和(※1)による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定

に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置(※2)の創設 

・建築物の地震に対する安全性に係る認定制度(※3)の創設 

・区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度(※4)の創設

建築物耐震化の円滑な促進のための措置

(※1) 建築物の耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、耐震改修の計画について県に認定を申請す

ることができます。この計画が、耐震改修促進法第 17 条第３項各号に掲げる基準に該当する場合

に認定されます。認定基準の緩和とは、新たな耐震改修工法や増改築工事の認定適用範囲を拡大す

るものです。 

(※2) 耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、容積

率及び建ぺい率に係る建築基準法上の規定が適用されません。 

(※3) 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認

定マーク」を表示することができます。 

(※4) 耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、大規模な耐震改修

を行おうとする場合の決議要件を緩和（区分所有法の特例：3/4→1/2）するものです。
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７ 想定される地震の規模・被害の状況 

 
１）南砺市及び周辺の活断層 

地震には、海溝型地震と内陸型地震がありますが、過去の記録から、本市に大きな影響

を及ぼすおそれのある地震は、跡津川断層帯、呉羽山断層帯、砺波平野断層帯西部（法林

寺断層、石動断層)、砺波平野断層帯東部（高清水断層）等の大規模な活断層による内陸の

直下型地震が考えられます。 

全国の主要な活断層については、文部科学省の地震調査研究推進本部において、活動間

隔や次の地震の発生可能性等（場所、規模、発生確率）を評価し、随時公表されています。 

現在公表されている活断層のうち、南砺市及び周辺に分布するものは、図表 1-2 に示す

とおりです。これら活断層についての長期地震評価は、図表 1-3 に見られるとおり、地震

発生確率では、砺波平野断層帯東部、呉羽山断層帯及び森本・富樫断層帯は「Ｓランク（高

いグループ）」、砺波平野断層帯西部、邑知潟断層帯は「Ａランク（やや高いグループ）」に

属しています。 

 

図表 1-2　南砺市及び周辺に分布する主な活断層 

 

 

 
 

 

注）図は、「地震調査研究推進本部（文部科学省）」の公表資料に基づき、南砺市で作成
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図表 1-3　各活断層の長期地震評価の内容（地震調査研究推進本部） 

 

 

 

 

 
 

２）過去の地震 

1933 年以降、富山県内で震度４以上を記録した地震は 14 回（14 日）であり（図表 1-4）、

全国的にも有感地震の少ない県となっています。 

 
図表 1-4　富山県内で震度４以上を記録した地震一覧 

 

活断層名
地震 
規模

主な活断層に 
おける 

相対的評価

(※)

地震発生確率 
（30 年内）

平均活動間隔 最新活動時期

 砺波平野断層帯西部 
(石動、法林寺断層)

M7.2 Ａ
ほぼ 0％～2％も

しくはそれ以上

約 6,000 年～12,000 年 
もしくはそれ以下

約 6,900 年前 
～1 世紀

 砺波平野断層帯東部 
(高清水断層)

M7.0 Ｓ 0.04％～6％ 3,000 年～7,000 年程度
約 4,300 年前 
～3,600 年前

 呉羽山断層帯 M7.2 Ｓ ほぼ 0％～5％ 3,000 年～5,000 年程度
約 3,500 年前 
～7 世紀

 跡津川断層帯 M7.9 Ｚ ほぼ 0％ 約 2,300 年～2,700 年
1858 年 
飛越地震

 庄川断層帯 M7.9 Ｚ ほぼ 0％ 約 3,600 年～6,900 年 11～16 世紀

 牛首断層帯 M7.7 Ｚ ほぼ 0％ 約 5,000 年～7,100 年 11～12 世紀

 森本・富樫断層帯 M7.2 Ｓ＊ 2％～8％ 1,700 年～2,200 年程度
約 2,000 年前 
～4 世紀

 邑知潟断層帯 M7.6 Ａ 2％ 約 1,200 年～1,900 年程度
約 3,200 年前 
～9 世紀

 
発 生 年 震央地名

マグニ 
チュード

県内の被害等 県内の震度

 
1933(昭和 8) 石川県能登地方 6.0

傷者２、氷見で 

土砂崩れ、亀裂

４：伏木

 1944(昭和 19) 三重県南東沖 7.9 不明 ４：富山

 1948(昭和 23) 福井県嶺北 7.1 西部で被害 ４：富山

 1952(昭和 27) 石川県西方沖 6.5 硝子破損 ４：富山、八尾、女良

 
1993(平成 5) 石川県能登地方 6.6

非住家、水路、 

ため池に被害

４：富山、伏木

 2000(平成 12) 石川県西方沖 6.2 被害なし ４：小矢部

 

2007(平成 19) 能登半島沖 6.9

重傷１、軽傷 12 

非住家一部損壊５

５弱：富山、氷見、滑川、小矢部、

射水、舟橋 
４：高岡、魚津、黒部、砺波、南砺、

上市、立山、入善、朝日

(※) 活断層における今後 30 年以内の地震発生確率が 3％以上を「Ｓランク」、0.1～3％未満を「Ａランク」、

0.1％未満を「Ｚランク」と表記。地震後経過率(※2)が 0.7 以上である活断層については、ランクに

「＊」を付記している。 

(※2) 地震後経過率：最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った

値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると 1.0 となる。 
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資料：「理科年表」（国立天文台、平成 13 年（2001 年））及び「富山県気象災異史」（富山地方気象台、富

山県、昭和 45 年（1970 年））及び「気象庁震度データベース検索」、富山県防災課等による。 

 

発 生 年 震央地名
マグニ

チュード
県内の被害等 県内の震度

 2007(平成 19) 新潟県上中越沖 6.8 軽傷１ ４：氷見、舟橋

 2013(平成 25) 石川県加賀地方 4.2 被害なし ４：小矢部

 2020（令和 2） 石川県能登地方 5.5 軽傷２ ４：富山、氷見、舟橋

 2023（令和 5） 
5 月 5 日 
（14 時 42 分）

能登半島沖 6.5

軽傷１

４：高岡、氷見、小矢部、射水、舟

橋

 〃 
（21 時 58 分）

能登半島沖 5.9
４：舟橋

 2024（令和 6） 
1 月 1 日 
（16 時 10 分）

石川県能登地方 7.6

死者７ 

（災害関連死７） 

重傷 14 

軽傷 44 

全壊 258 

半壊 808 

一部損壊 21,748 

（令和7年8月20日 

時点）

５強：富山、高岡、氷見、小矢部、

南砺、射水、舟橋

 
〃 
（18 時 08 分）

能登半島沖 5.8

５弱：滑川、黒部、砺波、上市、立

山、朝日 
４：魚津、入善

 〃 
（16 時 12 分）

能登半島沖 5.7
４：富山、高岡、射水、舟橋

 〃 
（16 時 18 分）

能登半島沖 4.0
４：富山

 〃 
（16 時 56 分）

石川県能登地方 6.1
４：氷見、舟橋

 〃 
（18 時 08 分）

石川県能登地方 5.8
４：富山、射水、舟橋、立山

 2024（令和 6） 
1 月 6 日

石川県能登地方 5.4
４：氷見

 2024（令和 6） 
11 月 26 日

石川県西方沖 6.6 軽傷１
４：富山、高岡、氷見、小矢部、射

水
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３）被害想定 

本計画では、これまでに県が実施した地震調査研究事業の結果や文部科学省の地震調査

研究推進本部等の公表資料を踏まえ、跡津川断層、呉羽山断層帯、法林寺断層及び砺波平

野断層帯西部並びに森本・富樫断層帯及び邑知潟断層帯を震源とする地震発生を前提に被

害を想定します。 

被害の想定にあたっては、東日本大震災（2011 年 3 月）の教訓を踏まえ、あらゆる可能

性を考慮した最大級の被害規模想定を行います。具体的には、県において上記６つの断層

帯それぞれを震源とする最大級規模の地震発生を前提に算定された被害対象別の被害予測

量のうち、それぞれの最大値をもって本市の被害予測値として想定します。 

 
図表 1-5　南砺市における震源地別最大クラスの地震想定に基づく被害想定 

 
 
 
 
 
 

 

 最大クラスの地震想定（震源地別）に基づく被害想定

被害想定
の最大値

 これまでの調査分 新規調査分

 
跡津川 法林寺 呉羽山

砺波平
野西部

森本 
・富樫

邑知潟
(ｹｰｽ 4)

 木造建物の
被害件数

全壊棟数（棟数） 44 38 54 1,580 2,362 1,235 2,362 

 半壊棟数（棟数） 616 313 19,322 7,290 8,995 5,939 19,322

 非木造建物
からの落下
物の件数

飛散物 491 492 － － － － 492 

 非飛散物 489 489 － － － － 489 

 合計 980 981 0 94 194 99 981 

 
ブロック塀・
石塀等の 
転倒件数

ブロック塀 426 2,291 119 － － － 2,291 

 石塀 261 1,004 20 － － － 1,004 

 ブロック塀・石塀合計 687 3,295 139 0 0 0 3,295 

 自動販売機 － － 31 － － － 31 

 道路の被害
箇所数

被害箇所数 57 44 － － － － 57 

 被害率（箇所/㎞） 0.04 0.03 － － － － 0.04 

 上水道の 
被害箇所数

被害箇所数 25 122 － － － － 122 

 被害率（箇所/㎞） 0.04 0.18 － － － － 0.18 

 下水道の 
被害箇所数

被害箇所数 6 29 － － － － 29 

 被害率（箇所/㎞） 0.02 0.09 － － － － 0.09 

 

負傷者数

木造家屋倒壊等の被害
による負傷者数

144 937 － － － － －

 火災による負傷者数 0 0 － － － － －

 合計 144 937 1,118 627 838 489 1,118 

 死者数 1 22 43 16 43 

 避難所 
避難者数

9,457 9,457 

※ ここでの被害の想定は、一定の条件（震度、季節、時間等）を設定し、過去の地震災害の経験値をもとに

推計していることから、震度や気象条件が異なれば当然異なった予測値となります。また、各予測値は

調査手法が同一でないことから、被害想定の対象項目についても一部、一致していない箇所があります。 
※ 邑知潟断層帯を震源とする被害想定は、４つのケースが公表されていますが、このうち本市にとって最

も大きな被害（建物被害件数及び死傷者数が最大）を受けるのは「ケース４」であることから、ここでは

代表的に「ケース４」のみを掲載しています。
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第２章  耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

１ 住宅の耐震化の現状と目標 

 
（１）耐震化の現状 

１）現状推計の方法 

住宅の耐震化の現状推計にあたっては、国や富山県の推計値との比較検討を行なうこと

などを考慮して、国や県と同様に、総務省の「住宅・土地統計調査」データをもとに推計

します。推計の方法は、「富山県耐震改修促進計画」における方法を準用します。 

 
２）住宅耐震化の現状推計（令和５年） 

令和５年の市内の居住世帯有りの住宅総数は 16,240 戸です。このうち耐震性があると

考えられる住宅は、約 12,180 戸と推計され、耐震化率は 75.0％となります。県の耐震化

率約 84％に比べ、約 9ポイント低くなっている状況です。 

 

図表 2-1　住宅の耐震化率の現状(R5 年)比較（南砺市、富山県、国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」

8,090

戸

8,260

戸

1,700

戸

耐震性なし

6,560戸

平成25年

S56以降S55以前

耐震性あり

9,790戸

総戸数：16,350戸

9,410

戸

6,830

戸
2,770戸

4,060戸

令和５年

S56以降

耐震性なし

S55以前

耐震性あり

12,180戸

総戸数：16,240戸

耐震化率 約 60％ 耐震化率 75％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国

富山県

南砺市

耐震性あり 耐震性なし

約12,180戸（75％） 約4,060戸

（25％）

約338,900戸（約84％） 約63,000戸

（約16％）

約5,000万戸（約90％） 約570万戸

（約10％）
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図表 2-2　南砺市の住宅の耐震化率の現状（H25、R5） 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25 年、令和５年） 

(※1) S55 以前のもので耐震診断を実施し、耐震性ありと判定された建物の割合は、木造戸建と非木造戸

建は富山県の割合（木造：26.5％、非木造：75.0％）を使用し、木造共同住宅等と非木造共同住宅

等 は全国の割合（木造：34.3％、非木造：73.9％）を使用した（富山県耐震改修促進計画（令和８

年３月改定）の推計方法に準拠）。 

(※2) H25 年調査における耐震性が不十分な建物数は、国土交通省が実施した都道府県アンケート調査に

基づき、S55 年以前に建築された建物のうち耐震性が不十分な建物の割合を、木造戸建住宅は 88％、

共同住宅等は 24％と設定したうえで、S55 年以前の建物数にそれぞれ乗じ、そこから耐震改修工事

を実施した建物数を差し引くことにより算定した。 

 

 　 H25 年調査 令和 5 年調査

 住宅総数 　 　 (A=I+Q) 16,350 16,240

 　 S56 以降のもの 　 　 (B=J+R) 8,090 9,410

 

　

S55 以前のもの 　 　 (C=K+S) 8,260 6,830

 　 耐震診断で耐震性あり 　 (D=L+T) － 1,930

 　 耐震改修工事をした 　 (E=M+U) 490 840

 　 耐震性が不十分 　 (F=N+V) 6,560 4,060

 耐震性がある住宅 　 (G=O+W) 9,790 12,180

 耐震化率 　 　 (H=G/A) 59.9% 75.0%

 

内訳

木造戸建住宅 (I) 14,350 13,610

 

　

S56 以降のもの 　 　 (J) 6,430 7,040

 S55 以前のもの 　 　 (K) 7,920 6,570

 　 耐震診断で耐震性あり (L(※1)) － 1,740

 　 耐震改修工事をした (M) 480 840

 　 耐震性が不十分(※2) (N=K-L-M) 6,490 3,990

 耐震性がある住宅
H25：（O=I-N) 
R5：(O=J+L+M)

7,860 9,620

 耐震化率 　 (P=O/I) 54.8% 70.7%

 共同住宅その他の住宅 (Q) 2,000 2,630

 

　

S56 以降のもの 　 (R) 1,660 2,370

 S55 以前のもの 　 (S) 340 260

 　 耐震診断で耐震性あり (T(※1)) － 190

 　 耐震改修工事をした (U) 10 0

 　 耐震性が不十分(※2) (V=S-T-U) 70 70

 　 耐震性がある住宅
H25：(W=Q-U) 
R5：(W=R+T+U)

1,930 2,560

 耐震化率 　 (X=W/Q) 96.5% 97.3%

単位：戸
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（２）耐震化の目標 

１）目標設定における背景と課題 

住宅の耐震化率の将来目標について、国の基本方針(※1)では現状の約 90％（令和５年）

を令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標に定めています。ま

た、富山県の計画(※2)では現状の約 84％（令和５年）を令和 12 年までに 90％に、令和 17

年までに 95％にすることを目標にしています。 

本市の耐震化率の現状は 75％（令和５年）で富山県全体よりも約 9ポイント低い状況に

あります。 

耐震化率向上の主な要素として、①耐震改修工事の実施、②S55 以前の耐震性の無い住

宅の建替え又は除却等、③新設住宅の増加、の３点が考えられます。一方で、本市は、１

住宅あたりの延べ面積が全国２位(※3)であるなど、大きな住宅が多く、耐震改修工事に費

用がかかることや、全国と比較して有感地震が少ないため、地震に対する意識が高くない

こと、世帯分離の進行により耐震性のない住宅の建て替えが進んでいないことなどが要因

となり、全国及び富山県と比較して耐震化率が低い状況となっています。 

これらの状況をふまえ、耐震改修の実施のほか、耐震性を満たす住宅への建替えも含め、

意識啓発や周知活動、支援制度の活用などの施策を推進することを前提とし、目標を設定

する必要があります。 

(※1) 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針（令和７年７月 17 日／国土交通省告

示第 535 号）」 

(※2) 「富山県耐震改修促進計画（令和８年３月改定／富山県）」 

(※3) 「令和５年 住宅・土地統計調査」による 

 
２）耐震化の目標設定の方法 

富山県の目標値の増加率を算出すると、下表のとおり、令和 12 年には 107％、令和 17

年には 113％となります。 

本市においても、富山県と同程度の増加率で耐震化を促進することとし、令和 12 年に

107％、令和 17 年に 113％となるよう耐震化率の向上を目標とします。 

 

図表 2-3　富山県の住宅の耐震化目標の増加率 

 

 現  在 目  標

 令和５年 令和 12年 令和 17 年

 耐震化率 84％ 90％ 95％

 増加率（令和５年比） － 107％ 113％
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３）耐震化の目標設定 

富山県の目標設定を踏まえて、本市は令和 17 年に耐震化率を 85％にすることを目標し

ます。 

図表 2-4　南砺市の住宅の耐震化の目標 

(※) 令和 12 年及び令和 17 年の住宅総数は、トレンド推計による推計値 

  

 

 

 

 

 現  在 目  標

 令和５年 令和 12年 令和 17年

 耐震性なし住宅数（戸） 4,060 3,150 2,330

 住宅総数（戸）(※) 16,240 15,730 15,530

 耐震化率 75％ 80％ 85％

 増加率（令和５年比） － 107％ 113％

総戸数 15,530 戸 

  耐震性あり 13,200 戸 

  耐震性なし  2,330 戸 

  耐震化率目標 85％

総戸数 15,730 戸 

  耐震性あり 12,580 戸 

  耐震性なし  3,150 戸 

  耐震化率    80％

総戸数 16,240 戸 

  耐震性あり 12,180 戸 

  耐震性なし  4,060 戸 

  耐震化率    75％

9,410

戸
6,830

戸
2,770戸

4,060戸

令和５年

S56以降

耐震性なし

S55以前

耐震性あり

12,180戸

総戸数：16,240戸

10,010戸
5,720

戸2,570戸

3,150戸

令和12年 目標

S56以降

耐震性なし

S55以前

総戸数：15,730戸

S56以降

耐震性なし

S55以前

耐震性あり

12,580戸

9,810戸
5,720

戸
3,390戸

2,330戸

令和17年 目標

S56以降

耐震性なし

S55以前

総戸数：15,530戸

S56以降

耐震性なし

S55以前

耐震性あり

13,200戸

S56以降

耐震性なし

S55以前 S56以降S55以前
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２ 特定建築物の耐震化の現状と目標 

 
（１）耐震化の現状 

多数の人が利用する特定建築物(※1)の総数は、公有施設と民間施設をあわせて市内に

138 棟あります。このうち耐震性ありの棟数は 123 棟で、耐震化率は約 89％となります。

富山県の耐震化率は約 92％(※2)となっています。 

 

(※1) 特定建築物：ここでいう特定建築物とは、耐震改修促進法第 14 条第１号に規定する「多数の者が利

用する建築物」のことをいう。 
(※2) 「富山県耐震改修促進計画（令和８年３月改定）」より 

 
図表 2-5　南砺市の特定建築物の耐震化率の現状 

 

 

種　別
所有
区分

全数
S56.6.1 
以降の 
建築物

S56.5.31 以前の建築物

耐震化率
 耐震性あり

耐震性 
不十分

  A B C D E=(B+C)/A

 １．被災時に拠点となる施設及び
救護施設

公有 12 5 7 0 100%

 庁舎、警察署、消防署、病院、診療所等 民間 4 4 0 0 100%

 ２．住民の避難場所として使用さ
れる施設及び要配慮者施設

公有 38 23 9 6 84%

 幼稚園・保育園、小中学校、高等学校、体

育施設、社会福祉施設等
民間 2 2 0 0 100%

 ３．比較的滞在時間の長い施設 公有 14 11 2 1 93%

 ホテル、旅館、賃貸住宅等 民間 20 14 6 0 100%

 ４．多くの者が集まる集客施設 公有 7 4 2 1 86%

 劇場、展示場、図書館、集会場、店舗等 民間 8 4 3 1 88%

 ５．その他の特定建築物 公有 2 0 0 2 0%

 事務所、工場、車庫等 民間 31 24 3 4 87%

 

合計

公有 72 43 19 10 86%

 民間 65 48 12 5 92%

 計 138 91 32 15 89%
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前回（平成 29 年度）の耐震化率 86％に対し、今回（令和７年度）は 89％となっており、

８年間で約 3ポイント上昇しています（図表 2-6）。 

用途別にみると、その他の特定建築物の耐震化率がやや低い状況です（図表 2-7）。 

所有別にみると、公有施設が民間施設よりもやや耐震化の進捗が遅れている状況にあり

ます（図表 2-8）。 

 
図表 2-6　南砺市の特定建築物の耐震化の進捗状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-7　用途別耐震化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-8　所有別耐震化の状況 
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（庁舎、病院など）

２．住民の避難場所として使用される施設及び

要配慮者施設

（学校、保育園、福祉施設、体育館など）

３．比較的滞在時間の長い施設（賃貸住宅、ホテルなど）

４．多くの者が集まる集客施設（会館、店舗など）

５．その他の特定建築物（事務所、工場など）
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者施設（学校、保育園、福祉施設、体育館など） 

３.比較的滞在時間の長い施設 
（賃貸住宅、ホテルなど） 
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（会館、店舗など） 
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図表 2-9　用途別耐震化率の進捗状況 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-10　所有別耐震化率の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）耐震化の目標 

多数の者が利用する建築物の耐震化率の将来目標について、国の基本方針では現状（令

和６年３月時点）の 93％を令和 12 年までにおおむね解消することを目標にしています。

また、富山県の計画では現状（令和７年３月時点）の 92％を令和 17 年までに 95％にする

ことを目標にしています。 

本市では、既述のように、平成 29 年度から令和７年度の間に耐震化率は約 86％から

89％へ向上していますが、目標の 95％には達成していません。これは、公共施設について

は財政難や公共施設再編計画が途上であること、民間施設については所有者の耐震化への

意識が高くないことや意識啓発のための取組が行き届いていないこと等が原因と考えられ

ます。今後は公共施設の耐震化の向上とともに民間施設の耐震化の推進が重要な課題とな

ります。 

これらの状況をふまえ、多数の者が利用する建築物の耐震化率の将来目標（令和 17 年）

は、意識啓発や周知活動などの施策を推進することを前提とし、富山県と同様の 95％に設
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定します。  
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３ 優先的に耐震化すべき市有建築物 

 
本計画では、地震災害時において災害対策拠点機能等を確保する上で重要な施設、及び

多数の者が利用する施設については、優先的に耐震化の促進を図っていく必要があります。

この観点から、災害時の拠点施設（庁舎等行政施設）、医療施設（病院、診療所）、学校施

設、保育施設、市営住宅の耐震化の目標を設定します。 

 
（１）耐震化の現状 

市有施設の耐震化の現状については、庁舎・病院等が 100％、学校が 100％、保育園が

100％、市営住宅が 98％で、全体では 99％となっています。（図表 2-11） 

 
図表 2-11　優先的に耐震化すべき市有建築物の耐震化状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

種  別
全  数

S56.6.1 

以降の建築物

S56.5.31 以前の建築物

耐震化率  
耐震性有り

耐震性 

不十分

  A B C D E=(B+C)/A

 １ 庁舎・病院等 15 8 7 0 100%

 ２ 学校 33 19 14 0 100%

 ３ 保育園 12 12 0 0 100%

 ４ 公営住宅・特定公共賃貸

住宅・地域特別賃貸住

宅・賃貸住宅

57 48 8 1 98%

 
合  計 117 87 29 1 99%
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１.庁舎・病院等 
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（２）耐震化の目標 

優先的に耐震化すべき市有施設の耐震化の目標は、100％(令和 17 年)を目指します。 

図表 2-12　優先的に耐震化すべき市有施設の耐震化の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 用途 区分 平成 29 年 令和 7年 令和 17 年

 

1 災害時の拠点施設等 

（庁舎・病院・診療所）

耐震性あり 14 15 　

 耐震性なし 1 0 　

 合計 15 15 　

 耐震化率 93% 100% 100%

 

2 学校 

（小中学校の校舎・体育館）

耐震性あり 36 33 　

 耐震性なし 0 0 　

 合計 36 33 　

 耐震化率 100% 100% 100%

 

3 保育園

耐震性あり 12 12 　

 耐震性なし 0 0 　

 合計 12 12 　

 耐震化率 100% 100% 100%

 
4 公営住宅等 

（公営住宅・特定公共賃貸住宅・地

域特別賃貸住宅・賃貸住宅）

耐震性あり 69 56 　

 耐震性なし 2 1 　

 合計 71 57 　

 耐震化率 97% 98% 100%

 

合 計

耐震性あり 131 116 　

 耐震性なし 3 1 　

 合計 134 117 　

 耐震化率 98% 99% 100%
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第３章  住宅・建築物の耐震化の促進を図るための施策 

 

１ 耐震化の基本的な取組方針 

 
地震に対する安全性が確保されていない住宅・建築物すべてについて、耐震診断及び必

要に応じて耐震改修の努力義務が課せられています。 

既存建築物の耐震化を促進していくには、まず住宅・建築物の所有者等が、自らの問題、

地域の問題として考え、市民一人ひとりが自発的かつ積極的に、防災の役割を果していく

ことが極めて重要になります。 

市は、県との連携の中で、住宅・建築物の所有者等が耐震診断及び耐震改修を計画的に

実施できるような環境の整備や必要な施策を検討し、本計画により市内全域において、一

層の耐震化が促進されるよう努めるものとします。また、住宅の耐震化については、緊急

的に促進するため、「南砺市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」等に基づき取り組

みます。 

 
（１）役割分担 

① 所有者等の役割 

住宅・建築物の所有者等は、自らの管理する住宅・建築物を適正に管理することが基本

であり、耐震化による施設の安全性確保は、利用者の生命を守るだけでなく、地域の防災

上においても大変重要であることを認識し、耐震化に努めることが必要です。 

特に、要緊急安全確認大規模建築物等の所有者は、義務付けされた耐震診断の結果に基

づき、必要に応じて耐震化に努めることが求められています。 

 
② 県と市の役割 

県は、所有者等が耐震化を実施しやすい環境の整備や必要な施策の展開に努め、市は、

市民に最も近い基礎自治体として、地域防災に必要な住宅・建築物の耐震化状況の情報収

集及び県と連携した施策の展開等に努めるものとします。 

また、市は、建築物の所有者として自ら所有する公共建築物の耐震化に率先して取り組

むものとします。 

・南砺市耐震改修促進計画の改定 

・耐震化支援策の実施 

・相談窓口の設置、情報提供・普及啓発等の実施 

・建築関係団体、自治会・町内会等の地域との連携・調整 

・公共建築物の耐震化 

・南砺市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに基づく取組の推進  
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③ 建築関係団体の役割 

建築関係団体は、耐震化に必要な技術者の確保のための技術的な支援に努め、行政と連

携し、情報提供、啓発等を実施し、耐震化の促進に努めるものとします。 

特に、富山県住宅耐震化促進協議会（以下「協議会」という。）の構成団体は、協議会の

活動を通じて、住宅の地震に対する安全性の向上に関する普及啓発や相談会、講習会の開

催等により、より効果的な耐震化の促進に努めるものとします。 

 
■富山県住宅耐震化促進協議会の構成団体（令和２年（2020 年）８月末現在） 

 
■富山県住宅耐震化促進協議会の活動内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(一社)富山県建築士事務所協会 (一社)富山県建設業協会

 (公社)富山県建築士会 (一財)富山県建築住宅センター

 (一社)富山県建築組合連合会 (独行)住宅金融支援機構北陸支店

 (一社)富山県優良住宅協会 県内全市町村

 (一社)富山県住宅宅地協会 県

 (公社)日本建築家協会北陸支部富山地域会

○住宅の地震に対する安全性の向上に関する普及啓発に関すること 
○住宅の耐震に関する相談会、講習会等の開催に関すること 
○住宅の耐震改修事業者の育成に関すること 
○その他必要な活動に関すること
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（２）耐震化を促進するための施策の体系 

耐震化を促進するため、様々な施策を総合的かつ効果的に展開します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(１) 住宅の耐震化支援制度 

(２) 建築物の耐震化支援制度 

(３) 住宅・建築物に係る税制・融資制度の周知

(１) 地震時の総合的な安全対策 

(２) 被災建築物応急危険度判定等の体制の整備 

(３) 応急仮設住宅の供給体制の整備 

(４) 危険空き家等に関する対策 

(５) がけ崩れ、土砂災害等による建築物の被害の軽減対策 

(６) 歴史的な街並みに配慮した取組

(１) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化 

(２) 防災拠点施設（要安全確認計画記載建築物）の耐震化 

(３) 緊急輸送道路等の沿道建築物（要安全確認計画記載建築

物）の耐震化 

(４) 各種認定制度等による耐震化の促進

耐震診断及び耐震改修の

促進を図るための支援策

大地震に備えた事前対策

の推進

改正耐震改修促進法に基

づく耐震化促進策の周知

等

第
３
章　

住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
化
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策

(１) 相談体制の充実 

(２) 市ホームページ、広報紙、ケーブルテレビ等による情

報提供 

(３) 耐震診断・施工事業者の情報提供 

(４) 技術者の確保等

(１) リーフレット等の配布による普及啓発 

(２) 出張耐震説明の実施 

(３) 耐震啓発ローラー作戦による啓発 

(４) 地震防災マップを活用した啓発

(１) 住宅リフォームに合わせた耐震改修の誘導 

(２) 低コスト工法の周知

(１) 自治会・町内会、自主防災組織との連携・取組の支援 

(２) 高齢者世帯等への啓発等

耐震化促進のための環境

整備

耐震化に関する啓発及び

知識の普及

経済的な耐震改修等の方策

の促進

地域との連携・取組の 
支援

第
４
章　
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向
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に
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啓
発
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２ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

 
市は、市民が住宅・建築物の耐震診断・耐震改修を行う際に負担軽減となるよう、支援

制度や税の優遇措置等の情報の提供及び活用を促進し、住宅・建築物の耐震化の促進を図

ります。 
 
○耐震診断・耐震改修に対する支援制度 

 
 
（１）住宅の耐震化支援制度 

① 木造住宅耐震診断支援事業（県） 

県では、耐震診断を希望する木造住宅の所有者の求めに応じて、富山県から委託を受け

た(一社)富山県建築士事務所協会が建築士を派遣して、調査・診断を行うとともに、その

結果を住宅所有者に報告することにより、耐震化を支援しています。 
 

○木造住宅耐震診断支援事業の制度概要 

 
② 木造住宅耐震改修支援事業（県・市） 

耐震改修を希望する木造住宅の所有者等に対し、県と市が連携して耐震改修工事に対し

て補助金を交付し、耐震化を支援しています。 

なお、富山県は、１住宅あたりの延床面積が全国１位（令和５年 住宅・土地統計調査）

であり、工事費が高額となることから、少しでも耐震化を進めるために、部分耐震改修、

段階的改修、低コスト化工法も支援対象としています。 

また、令和６年度（2024 年度）からは、耐震設計に対しても補助金を交付し、支援を拡

充しています。  

 対象建築物 耐震診断費用（自己負担費用） 補助率

 ・木造一戸建で、平屋建て又は２
階建てのもの 

・昭和56年（1981年）5月31日以前
に着工して建てられたもの 

・軸組工法によるもの（伝統工法
によるものも含む）

延べ面積 280 ㎡以下  図面有  2,000 円 

〃            図面無  4,000 円 

 延べ面積 280 ㎡超    図面有  3,000 円 

〃            図面無  6,000 円

県  約9割

 
事業名

対象 内容 補助

 住宅 非住宅 診断 改修 国庫 その他

 

県

木造住宅耐震診断支援事業 ○ ○ ○

 木造住宅耐震改修支援事業 ○ ○ ○

 住みよい家づくり資金融資制度 ○ ○

 国 住宅・建築物安全ストック形成事業 ○ ○ ○ ○ ○
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○木造住宅耐震改修支援事業の制度概要 

※Iｗ値：木造建築物の耐震性能を評価する数値。 

1.0 以上：倒壊の危険性が低い  0.7 以上：大破はするが倒壊の危険性は低い 

 
③ 危険ブロック塀等撤去支援事業（県・市） 

令和５年度から避難路（住宅等から避難場所へ通ずる道路）に面した危険ブロック塀等

の撤去等を実施する所有者に対し、通行人の安全を確保するため、補助金を交付し、支援

しています。 

 
○危険ブロック塀等除去支援事業の制度概要 

 
 

 適用条件・対象工事 補助金額 補助率

 ■適用条件 

ア 木造の一戸建で、平屋建て又は２階建てのもの 

イ 昭和56年（1981年）5月31日以前に着工して建てられたもの 

ウ 軸組工法によるもの（伝統工法によるものも含む） 
 

■次の４つのメニューのいずれかに該当する工事 

Ⅰ 建物全体（１階+２階)を改修する工事（Iｗ値1.0以上） 

Ⅱ １階だけを部分改修する工事（Iｗ値1.0以上） 

Ⅲ １階の主要居室(寝室・居間等)だけを部分改修する工事 
（Iｗ値1.5以上） 

Ⅳ 建物全体を簡易改修する工事（段階的耐震改修） 
（Iｗ値0.7以上）

限度額 

120万円

【4/5】 

県   2/5 

市    2/5

 

上記工事に伴う耐震補強設計の経費
限度額 

20万円

【2/3】 

県   1/3 

市   1/3

 対象工事 補助金額 補助率

 ■適用条件 

住宅に付随する避難路に面する危険ブロック 

 

・危険ブロック塀等の撤去 

 

・危険ブロック塀の撤去＋設置

 

 

 

限度額 12万円 

 

限度額 18万円

撤去及び設置工事に 

要した経費の【2/3】 

県   1/3 

市    1/3
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④ 住宅瓦屋根耐風改修支援事業（市） 

令和７年度から強風や地震等により瓦屋根の脱落・飛散による被害を防止し、居住者等

の安全を確保するため、市内全域を対象に補助金を交付し、支援しています。 

 
○住宅瓦屋根耐風改修支援事業の制度概要 

 
⑤ 住みよい家づくり資金融資制度（県） 

子育て世帯及び転入世帯の個人住宅の建築や購入に対して融資及び利子補給を行います。

また、耐震化リフォームやブロック塀の安全対策に対して融資を行います。 

 
○住みよい家づくり資金融資制度の概要 

 
 

 

 対象工事 補助金額 補助率

 ■適用条件 

ア 国の基準に適合した瓦屋根に改修 

イ 原則、住宅の瓦屋根を全面改修

限度額55万2千円 

(1家屋への限度額）

耐風改修工事に 

要した経費の23％

 融資額 融資利率 償還期間

 
500万円以内 1.6～1.9％（固定金利） 15年以内
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（２）建築物の耐震化支援制度 

① 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化支援 

耐震診断が義務付けされた民間の大規模建築物の所有者に対し、県と市が連携して耐震

診断・耐震改修工事費に対して補助金を交付し、耐震化を支援します。 

 

○国の建築物耐震対策緊急促進事業（要緊急安全確認大規模建築物の耐震化支援）の概要 

 
② 多数の者が利用する建築物の耐震化支援 

多数の者が利用する建築物の耐震化を促進するため、県の助言・指導のもと、国の住宅・

建築物安全ストック形成事業を活用します。 

 
○国の建築物耐震対策緊急促進事業（避難場所等となる建築物の耐震化支援）の概要 

 
○国の住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修事業）の概要 

 対象事業 対象建築物 補助率

 

耐震診断 要緊急安全確認大規模建築物

【5/6】 

国         1/2 

県・市町村 1/3

 
耐震改修 

又は除去

災害時の活用等の協定を市町村と締結する不特定多

数が利用する要緊急安全確認大規模建築物

【44.8％】 

国         1/3 

県・市町村 11.5％

 対象事業 対象建築物 補助率

 
耐震診断 
補強設計

避難場所等であり、災害時に重要な機能を果たす

建築物等

【2/3】 

国            1/3 

地方公共団体  1/3

 

耐震改修

避難場所等であり、災害時に重要な機能を果たす

建築物等

【23％(2/3)】 

国           11.5％(1/3) 

地方公共団体 11.5％(1/3) 

( )は対象が避難所の場合

 
避難場所等の天井、エレベーター、エスカレ

ーター

【23％】 

国            11.5％ 

地方公共団体  11.5％

 対象事業 対象建築物 補助率

 

耐震改修
災害時に重要な機能を果たす建築物等、天井、 

エレベーター、エスカレーター

【23％】 

国            11.5％ 

地方公共団体  11.5％

 
ブロック塀 
の安全確保

避難路沿道等に存するブロック塀等

【2/3】 

国            1/3 

地方公共団体  1/3
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（３）住宅・建築物に係る税制・融資制度の周知 

① 耐震改修促進税制 

住宅の耐震化促進を目的に、税制上の支援策として、「耐震改修促進税制」（所得税額の

特別控除、固定資産税の減額）が講じられています。 

 
○耐震改修促進税制の内容 

(※) 要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物 

 
② 住宅ローン減税 

住宅の取得又は既存住宅の耐震改修をした場合、住宅借入金を有する場合に所得税額等

から控除等を受けることができます。 
 

○住宅ローン減税の概要 

 対象 対象となる税 内    容

 

住　宅

所得税

・昭和56年（1981年）５月31日以前に建築された住宅について、

令和７年（2025年）12月31日までに耐震改修工事をした場合、

当該工事にかかる標準的な工事費用相当額の10％相当額（上

限25万円）を工事年分の所得税額から控除（補助金を適用して

いる場合は、その額を差し引いた額が対象） 

・あわせて、他のリフォーム工事を行う場合、それらの工事につ

いても一定の範囲で５％の税額控除が可能

 

固定資産税

・昭和57年（1982年）１月１日以前から所在する住宅のうち、

令和８年（2026年）３月31日までに耐震改修工事を完了した

ものについて、工事完了の翌年度から１年間、固定資産税の

税額を1/2減額（工事完了前に通行障害既存耐震不適格建築物

であった場合は、２年間、1/2減額）

 

建築物 固定資産税

・耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられた建築物（※）

で、耐震診断結果が報告されたもののうち、令和11年（2029年）

３月31日までに国の補助（耐震対策緊急促進事業）を受けて

耐震改修工事を完了したものについて、工事完了の翌年度か

ら２年間、固定資産税額を1/2に減額（改修工事費の2.5％が限

度）

 種　別 概　要

 

住宅借入金等特別控除 
（住宅ローン減税）

条件：自宅である、住宅取得後６ヶ月以内に入居し引き続き居住、

床面積が50㎡以上、所得金額が2,000万円以下 等 

内容：住宅の耐震改修工事費用における年間ローン残高の0.7％を

所得税額から控除（最大13年間適用）

 

中古住宅購入の際のローン 
減税

条件：住宅ローン減税の条件に加えて、昭和57年（1982年）年１月

１日以降に建築された住宅である、現行の耐震基準に適合し

ていること 等 

内容：住宅の耐震改修工事費用における年間ローン残高の0.7％を

所得税額から控除（10年間適用）



第３章  住宅・建築物の耐震化の促進を図るための施策 

31

③ 住宅金融支援機構による融資制度 

住宅金融支援機構では、住宅の耐震改修工事等に対する融資制度として、「リフォーム融

資」や高齢者世帯の耐震化を促進するための「高齢者向け耐震改修融資の無利子化・低利

子化」等を実施しています。 

 
○住宅金融支援機構による融資制度の概要 

注) 制度の詳細、金利等は住宅金融支援機構のホームページ参照 

 
 

 

 対象 商品名 概　要

 

個人向け

リフォーム融資 
（耐震改修工事）

・耐震改修工事または耐震補強工事を行うために必要

な資金に対する融資 

・満60歳以上の方は「高齢者向け返済特例(※)」の利用

が可能 

(※)毎月の支払を利息のみとし、元金は申込者が全員亡く

なられた際に、相続人の方からの一括返済か、担保物

件（住宅及び土地）の売却等により返済

 

リ・バース60

・住宅金融支援機構と提携している民間金融機関が提

供する満60歳以上の方向けの住宅ローン 

・毎月の支払いは利息のみで、元金は申請者が全員亡

くなられた際に、相続人の方からの一括返済か、担

保物件（住宅及び土地）の売却により返済 

・「住宅の建設・購入」、「住宅のリフォーム」等の資

金使途で利用可能 

・【リ・バース60】耐震改修利子補給制度： 

地方公共団体の耐震改修補助金を利用して、耐震改

修工事を含むリフォームを行う場合に、無利息また

は低利息での利用が可能となる制度

 マンション  
管理組合・ 
区分所有者

向け

マンション共有部分 
リフォーム融資

・共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事等の工事

費用が対象となる融資
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３ 大地震に備えた事前対策の推進 

 
（１）地震時の総合的な安全対策 

住宅・建築物の耐震化に加え、地震時の総合的な安全性を確保するため、県等と連携し、

次の取組を推進します。 

 
① 屋根ふき材、外装材、窓ガラス、外壁、屋外看板等の落下防止対策 

大規模な地震が発生した際には、建築物の倒壊だけでなく、屋根ふき材や外装材、窓ガ

ラス、外壁、屋外看板等の損壊・落下による被害も懸念されます。 

このため、地震発生時に建築物からの落下物による建築物の使用人や通行人への危害を

防ぎ、安全性を確保するために、建築物の所有者等に対して適正な維持管理や必要に応じ

て改修を行うよう啓発及び指導を図ります。 

特に、建築物の敷地に余裕がない市街地や通学路等の建築物について落下防止対策の実

施状況を把握するとともに、未対策建築物について、安全性の確保を促進します。 

 
② ブロック塀等の倒壊防止対策 

地震時において、コンクリートブロッ

ク塀等は倒壊しやすく、通行人に危害を

加えることや道路をふさぐことがあり

ます。 

県と連携し、リーフレットの配布等を

通じて、市民にその危険性を周知し、補

強・耐震化を呼びかけるとともに、ブロ

ック塀に代わり、安全性の高い生垣の設

置等の普及に努めます。 

また、県では、市町村と連携して、道

路に面した住宅に付随する危険なブロ

ック塀等の撤去等に補助制度を実施し

ており、本制度の周知・活用により安全

対策を促進します。 

 

 

 

 

 

ブロック塀の安全対策啓発リーフレット 

（資料：富山県）
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③ エレベーター・エスカレーターの防災安全対策 

県と連携し、エレベーター・エスカレーターの定期報告等の機会を活用し、地震時のリ

スク等を建築物所有者等に周知することで、耐震安全性の確保を促進します。 

また、エレベーターの所有者・管理者に対しては、安全装置（地震時管制運転装置、戸

開走行保護装置）の設置を指導するとともに、市民等に対して、エレベーターの運行方法

や閉じ込められた場合の対処方法等について助言及び周知の徹底を図ります。 

 
④ 天井等の落下防止対策 

平成 23 年（2011 年）の東日本大震災では、比較的新しい建築物も含め、体育館、劇場

等の大規模空間を有する建築物の天井が脱落して、甚大な被害が多数発生したことをふま

え、天井の脱落対策に係る新たな基準が定められました。 

そこで、県と連携し、既存建築物について定期報告制度等を活用した情報把握を行い、

建築物の所有者等に基準を周知するとともに、脱落防止措置を講じて安全性の確保を図る

よう啓発に努めます。 

 
⑤ 家具の転倒防止対策等 

家具の転倒等により、地震時の死傷の原因及び避難通路の妨げとなるおそれがあるため、

家具の転倒防止対策の重要性やその対策ともなる居間・寝室等の部分的な耐震改修につい

て周知し、対策を促進します。 

 
○家具の転倒防止策 

資料：消防庁等 

 対　象 対　策

 

タンス・棚類

・Ｌ型金物、つっぱり棒で固定する。 

・重いものは下に、軽いものは上に入れる。 

・家具は前のめりに倒れてくるため、前の方に板を入れ、壁に寄りかか

らせるようにする。

 
テレビ・パソコン

・できるだけ低い位置に置き、滑り止めやバンド等で固定し、上には

何も置かないようにする。

 
窓・ガラス面

・窓ガラスだけでなく、戸棚、額縁等のガラス面にも飛散防止フィル

ムを貼っておく。

 

照明器具等

・できるだけ天井や壁に直接取り付けるタイプのものを選ぶ。 

・吊り下げ型は揺れ、落下防止のためにチェーンや金具で数箇所留めて

おく。 

・額ぶち、壁掛け時計等も固定しておく。

 冷蔵庫 ・専用のバンドや針金で、壁面に固定する。

 

ピアノ

・重いピアノは、なるべく寝室に置かない。 

・アップライトピアノは、壁から10～15㎝程度離しておく。 

・脚部に、移動防止の耐震用インシュレーター（キャスター、受け皿）

を置く。
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⑥ 給湯器の転倒防止 

東日本大震災や熊本地震では、住宅に設置されていた電気給湯器の転倒被害が多数発生

したことから、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定めた告示が一部改正され、電気

給湯器だけではなく、ガス、石油も含めたすべての給湯設備について転倒防止措置の基準

が明確化されました。 

こうした状況を踏まえ、設備の所有者・管理者等に対し、必要な転倒防止対策を講じる

よう啓発を図ります。 

 
⑦ 感震ブレーカー等の設置による震災時の火災対策 

過去の大震災における火災の原因の多くが電気に関係するものとされており、設定値以

上の震度の地震発生時に自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーはその有効な対策

とされているため、設置の重要性を周知し対策を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「広報なんと」による啓発 

（資料：南砺市）

感震ブレーカー普及啓発リーフレット 

（資料：富山県）
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⑧ 防災ベッド、耐震シェルターの周知 

地震対策は建築物全体の耐震補強工事が最も有効的ですが、個別の事情により、全体の

耐震化が難しい場合には、比較的安価で耐震化を行える耐震ベッド、耐震シェルター等の

設置も有効となります。 

このような一部屋耐震改修等（防災ベッド、耐震シェルター）の概要や防災効果等の周

知を行い、地震時の倒壊から生命を守る取組に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑨ 新耐震基準の木造住宅への対応 

阪神淡路大震災では、昭和 56 年（1981 年）以降の比較的新しい木造住宅の一部におい

て倒壊等が発生したほか、熊本地震では、新耐震基準により建築された住宅が多数倒壊し

たことが国等の調査により報告されています。 

このため、市民に対し、新耐震基準木造住宅についても定期的な点検や適切なメンテナ

ンス等を実施し、性能を維持していくことの必要性について普及啓発を図ります。 

 

防災ベッド 

（資料：内閣府防災情報のページ）

富山型耐震シェルター(※) 

（資料：富山県 HP）

(※) 富山型耐震シェルター 
地域材を活用した耐震シェルターで、既存住宅に短期間かつ低コストで設置できる。
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（２）被災建築物応急危険度判定等の体制の整備 

大規模な地震が発生した際に、被災した建築物を調査し、その後に発生する余震等によ

る倒壊の危険性や外壁・窓ガラス・屋根瓦の落下、附属設備等の危険性を判定する「応急

危険度判定士」や「被災宅地危険度判定士」の確保に努めます。 

また、判定時に連絡調整の役割を果たす、判定コーディネーターの養成や避難施設の優

先的な判定体制の整備等、被災建築物応急危険度判定体制の整備を進めます。 

 
（３）応急仮設住宅の供給体制の整備 

大規模な地震が発生した際に、家屋に被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない

被災者のため、応急仮設住宅を供給する体制を整備します。建設型応急住宅の建設にあた

っては、(一社)プレハブ建築協会、(一社)全国木造建設事業協会、（一社）日本ムービング

ハウス協会及び（一社）日本ログハウス協会への協力要請します。また、敷地整備に関し

て、(一社)富山県建設業協会との連携体制構築について検討します。 

 
（４）危険空き家等に関する対策 

本市では空き家が増加傾向にあり、今後、大規模な地震が発生した際に、倒壊等により、

周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがある空き家の増加が懸念されま

す。そのため、市の空き家施策と連携しながら、管理不全空家等(※1)や特定空家等(※2)

の所有者又は管理者に対して、改善の指導や除却等の啓発を行います。 

また、空き家の無料相談や「南砺市不動産バンク」による情報提供を行い、空き家の利

活用を推進し、空き家の削減に努めます。 

さらに、空き家を放置されないよう、不動産等の関係団体との情報交換や関係団体が実

施する普及啓発への支援を行うなど、より一層の連携・協力を図り、官民が一体となった

総合的な空き家対策に取り組みます。 

(※1) 管理不全空家等：適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態にあると認められる空家等 

(※2) 特定空家等：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にあると認められ

る空家等（「空家等対策の推進に関する特別措置法」による） 

○南砺市の空き家の状況 

資料：令和５年住宅・土地統計調査（総務省） 

 
住宅総数（戸） 空き家数（戸）

住宅総数に占める

割合（％）

 

南
砺
市

平成 20 年 17,630 820 4.7

 平成 25 年 18,450 1,890 10.2

 平成 30 年 18,380 2,210 12.0

 令和５年 19,630 2,800 14.3

 令和５年（富山県） 473,900 69,700 14.7

 令和５年（全  国） 65,046,700 9,001,600 13.8
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（５）がけ崩れ、土砂災害等による建築物の被害の軽減対策 

① がけ地近接等危険住宅移転事業の実施 

地震時におけるがけ地付近に位置する住宅は、住宅そのものの倒壊等だけではなく、が

け地の崩壊等による被害が想定されるため、市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域

に所在する住宅の移転を推進することにより、地震に伴うがけ崩れ等による住宅の災害防

止に努めます。 

 
② 土砂災害対策改修に関する事業 

地震等の災害時に、がけ崩れ等の被害が発生するおそれのある土砂災害特別警戒区域内

の住宅について、土砂災害に対して安全な構造とする改修工事や防護壁を設置する所有者

等に対し、県と連携し、国の支援制度を活用し、補助・助成する事業に対して助言・支援

等を行います。 

 

（６）歴史的な街並みに配慮した取組 

本市の井波、城端、福光、福野の各地区には、門前町、市場町として栄えた歴史的な街

並みが残されています。往時を偲ばせる彫刻工房や町家、土蔵、石垣等が残り、落ち着い

た雰囲気を醸し出しています。 

こうした地区の住宅・建築物については、歴史的な資産としての価値を損なわない形で

の耐震化及び歴史的な街並み景観への配慮に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 
井波　八日町通り 

（資料：(一社)南砺市観光協会）
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４ 改正耐震改修促進法に基づく耐震化促進策の周知等 

 
（１）要緊急安全確認大規模建築物(※1)の耐震化  

耐震診断義務付け対象建築物について、耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた場合

は、耐震改修や建替えが早急に出来るよう、市は国や県と連携して耐震改修に対して支援

を行うこととし、支援制度を周知し、耐震化を促進します。 

(※1) 要緊急安全確認大規模建築物（P5～6 「5　用語の定義」参照） 

 

（２）防災拠点施設（要安全確認計画記載建築物）(※2)の耐震化 

庁舎や避難所等の防災拠点施設（大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保

することが公益上必要な建築物）については、耐震性の確保が早急に必要です。 

本市においては、該当施設は概ね耐震化が図られており、特にその耐震化を進める必要

がある施設として、県計画への位置づけ（※3）を希望するものは現状においてありません。 

(※2) 要安全確認計画記載建築物（P5～6 「5　用語の定義」参照） 

(※3) 県では、市町村の地域防災計画に記載の官公署、病院、避難所等の防災拠点施設のうち、市町村が特

にその耐震化を進める必要があるものとして県計画への位置づけを希望するものを指定することがで

きる。指定した場合、耐震診断が義務付けられる一方、耐震改修工事を実施する際の国からの補助率が

上がる（1/3 から 2/5 へ）メリットがある。 

 
（３）緊急輸送道路等の沿道建築物（要安全確認計画記載建築物）(※4)の耐震化 

県では、富山県地域防災計画に定める緊急輸送道路について、①相当数の建築物が集合

する地域を通過すること、②市町村の区域を越える相当数の者の円滑な避難を困難とする

こと、③迂回路の有無、等の観点から検証し、道路整備率が全国トップクラスである状況

等も踏まえ総合的に判断した結果、その沿道建築物（組積造の塀を含む。）について耐震診

断を義務化等する避難路として指定する必要のある路線は無いとの報告がされています。 

本市においても、県と同様の視点から、耐震診断を義務付等する避難路として指定する

必要のある路線は、現状においては無いと判断されます。 

ただし、地震発生時における交通の確保は、救出・救助活動、消火活動、救援物資・要

員輸送等の各種応急対策活動の基盤としてきわめて重要な課題であるため、地震が発生し

た場合の緊急輸送道路の通行の確保について、その重要性を周知します。 

また、緊急輸送道路については、広域的な避難・物資搬送等の観点から、橋梁の耐震化

や長寿命化が進められているところであり、道路の整備・維持管理を担う道路部局をはじ

めとして、災害時に実際に使用する立場である警察・消防等の関係部局との連携体制を整

備します。 

(※4) 要安全確認計画記載建築物（P5～6 「5　用語の定義」参照）  
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図表 3-1　南砺市緊急輸送道路（概略図） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要確認 

差し替え

資料：富山県地域防災計画（地震・津波災害対策編）（令和７年３月修正版）を加工して作成
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○緊急輸送道路一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）各種認定制度等による耐震化の促進 

耐震改修計画の認定や建築物の地震に対する安全性

の認定、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

については、次のとおりの特例措置やメリットがあるこ

とから、建築物の所有者や利用者等へ周知し、制度活用

の普及促進を図ります。 

 
 
 
 
 
 

○認定制度の特例措置等の概要 

(※) 所管行政庁（P5～6 「5　用語の定義」参照） 

 緊急輸送道路 路線数 道路延長（㎞）

 第１次緊急輸送道路(Ⅰ) 8 44.0

 第２次緊急輸送道路(Ⅱ) 19 101.5

 第３次緊急輸送道路(Ⅲ) 5 24.1

 合    計 32 169.9

 認定 特例措置メリット等

 耐震改修計画の認定【計画認定】 

（耐震改修促進法第 17 条）

耐震性を向上させるために増築を行うことで、容積率・建

ぺい率制限に適合しないこととなる場合に、所管行政庁(※)

がやむを得ないと認め、耐震改修計画を認定したときは、当

該制限は適用されない。

 建築物の地震に対する安全性 

の認定【安全性認定】 

（耐震改修促進法第 22 条）

建築物の所有者が所管行政庁（※）に申請し、耐震性が確

保されている旨の認定を受けた建築物は、上記のようなマ

ークを建築物等に表示することができる。

 区分所有建築物の耐震改修の 

必要性に係る認定【要改修認定】 

（耐震改修促進法第 25 条）

「耐震改修の必要性に係る認定」を受けた区分所有権築

物（マンション等）は、大規模な耐震改修工事により共用

部分を変更する場合の決議要件が3/4以上から1/2超（過半

数）に緩和できる。

国指定認定マーク

(Ⅰ) 県内外の広域的な輸送に不可欠な北陸自動車道等の高速道路、一般国道（指定区間）とインターチ

ェンジ及び輸送拠点（空港、重要港湾）を結ぶ幹線道路 

(Ⅱ) 第１次緊急輸送道路とネットワークを構築し、市町村対策本部や主要な防災拠点（行政機関、主要

駅、警察署、消防署、災害医療センター、自衛隊等）を連絡する幹線道路 

(Ⅲ) 上位路線を相互に補完する幹線道路 

※ 道路延長の一部は砺波市の延長を含む。

資料：富山県地域防災計画（資料編）（令和７年３月修正版）を加工して作成
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第４章  住宅・建築物の地震に対する安全性向上に関する啓発等 

 

１ 耐震化促進のための環境整備 

 
（１）相談体制の充実 

① 安心して相談できる環境の整備 

市民や建築物所有者等が所有する建築物の耐震化に関する様々な疑問を適切に解決でき

るよう、建築行政担当部署において、建築物の耐震化に関する相談窓口を設置しており、

今後も相談内容の充実や必要な情報提供に努めます。 

 

② 住宅相談所等との連携した相談体制の充実 

建築関係団体で構成する「とやま住まい情報ネットワーク」が設置している住宅相談所

や福光地域住宅相談所との連携を図りながら、木造住宅の耐震に関する点検方法や補強方

法の概要等、専門的事項に対応できるよう相談体制の強化を図ります。 

また、建築防災週間等の各種行事やイベントの際には、市民へ建築物の耐震診断及び耐

震改修の必要性について普及啓発を図るとともに、建築関係団体に対しても耐震化へ向け

ての普及啓発活動を促進します。 

 
図表 4-1　関係機関と連携した相談体制イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関係団体（とやま住まい情報ネットワーク） 

(一社)富山県建設業協会 076-432-5576 
(公社)富山県建築士会　　076-482-4446 
(一社)富山県建築士事務所協会 

076-442-1135 
(一社)富山県優良住宅協会  076-420-8333 
(一財)富山県建築住宅センター 

076-439-0248

地域住宅相談所 
・福光地域住宅相談所     0763-52-1160 
 

とやま住まい情報ネットワーク住宅相談所

076-441-6312

建物所有者

富山県建築住宅課 
           076-444-3355 
南砺市都市整備課 
          0763-23-2021

相  談

情報提供

支援・協力依頼
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（２）市ホームページ、広報紙、ケーブルテレビ等による情報提供 

市ホームページや「広報なんと」、ケーブルテレビ、市政テレビ番組等のマスメディアを

活用し、耐震診断・耐震改修等に関する各種支援制度の情報や耐震化に関する事業・制度

等について広く市民に情報を発信します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）耐震診断・施工事業者の情報提供 

県では、県民が住まいの耐震化を検討するにあたり、事業者を探すための参考資料とし

て活用できるよう、耐震改修工事を実施できる「富山県木造住宅耐震改修事業者リスト」

を県ホームページにおいて公開しています。 

市は、市民が安心して住宅・建築物の耐震化に取り組めるよう、相談窓口等において、

当該リストについて紹介するなど、耐震診断・施工事業者の情報提供に努めます。  

「広報なんと」による各種支援制度のお知らせ

・とやま住まい情報ネットワークとは、(一社)富山県建設業協会、(公社)富山県建築士会、(一社)富山県建

築士事務所協会、(一社)富山県優良住宅協会及び(一財)富山県建築住宅センターを正会員とし、富山県土

木部建築住宅課及び富山県消費生活センターを協力会員とした住まいづくりに対する意識の向上や支援

を行うとともに、住宅相談や住情報の提供を行うことにより、豊かな住生活の実現に貢献することを目的

としている団体。 

・相談内容は、①住宅のバリアフリー化等に関する相談、②住宅・建築に関するまちづくりの相談等、③

住宅の資材、部品、生活関連商品に関する相談、④施工または構造に関する技術相談、⑤リフォーム、

アスベスト関係に関する相談等で、常駐の建築士が窓口又は電話で相談に応じている。
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■富山県木造住宅耐震改修事業者リスト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）技術者の確保等 

住宅・建築物の耐震診断や耐震改修を行う技術者の確保及びその技術力向上を図るため、

市内の建築士及び大工、工務店等に対し、県や建築関係団体が開催する講習会等の周知及

び積極的な参加を呼びかけます。 

また、講習会や技術研修を通して、耐震化の専門的知識を有する市担当職員の育成を図

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：富山県 HP）

講習会開催の案内チラシ 
（資料：富山県 HP）

 



第４章  住宅・建築物の地震に対する安全性向上に関する啓発等 

44

２ 耐震化に関する啓発及び知識の普及 

 
（１）リーフレット等の配布による普及啓発 

県では、木造住宅の耐震診断・改修支援事業等を紹介するリーフレットや耐震改修工事

事例集等を作成し、耐震診断や耐震改修の促進のための普及啓発活動に活用しています。 

本市においても、耐震相談窓口にリーフレットを常備し配布するとともに、出前講座や

総合防災訓練等イベント時においてリーフレットを配布し、耐震化の重要性について周知

や情報提供に努めます。 

また、総合防災訓練等の機会に耐震化についての相談窓口を設置するなど、直接市民に

耐震化の必要性について周知・啓発します。 

 
■富山県で作成されたリーフレット及び耐震改修工事事例集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）出張耐震説明の実施 

市は、総合防災訓練や市で開催されるイベント等に合わせ、

関係団体等と連携しながら、ブース設置やパネル展示等による

耐震化に係る情報提供に努めます。 

また、県及び関係団体との連携によるセミナー、講習会の開

催や市政出前講座「なんとセツメール隊」を活用し、耐震化の

必要性や支援制度等を市民にわかりやすく説明するなど、耐震

化の必要性を理解してもらう場や機会の充実に努めます。 

 
 

市政出前講座「なんとセツメール隊」 
リーフレット
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（３）耐震啓発ローラー作戦による啓発 

旧耐震基準に基づいた住宅の所有者に対し、ダイレクトメールの送付等により直接的に

住宅所有者へ住宅耐震化を促します。 

また、県の木造住宅耐震診断支援事業を利用した住宅所有者に対し、県と連携し、耐震

診断結果報告時に、チラシ等の配布・説明、費用目安の提示、改修事業者リストの提供等

により耐震改修を促します。 

さらに、耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない住宅所有者に対して、

戸別訪問や案内を送付し、耐震改修を促します。 

 
（４）地震防災マップ等を活用した啓発 

住宅・建築物の所有者が耐震化を自らの問題又は地域の問題として捉え、所有者又は地

域の耐震化に関する取り組みに活用することができるよう、南砺市地震防災マップ等を活

用した普及啓発活動に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

南砺市地震防災マップ
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３ 経済的な耐震改修等の方策の促進 

 

（１）住宅リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

市及び県の住宅相談窓口、建築関係団体において、リフォームに関する相談者に対し、

リフォームにあわせてより効率よく耐震改修が実施できることを啓発し、支援制度等の情

報提供をしながら、リフォームにあわせた耐震改修の推進を図ります。 

また、各種行事やイベント等の際には、快適な住環境は、居住性とともに安全性の確保

（耐震化）が重要であることを普及啓発し、助成制度の周知を図りながら、リフォームに

あわせた耐震改修を働きかけます。 

なお、相談窓口等では、次の事項に関する情報の提供にも努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）低コスト工法の周知 

○リフォームにあわせた耐震改修として、大規模な住宅において使用していない部

分の減築や重い屋根材を軽くするなど、様々な手法もあわせて周知します。 

○湿度の高い富山県においては、構造部材の老朽・腐朽化により建物本来の耐震性

能が発揮できないケースもあることなど、その維持管理の大切さについて周知に

努めます。 

○富山型高性能住宅としての既存住宅の省エネ改修や空き家の利活用促進、市産

材・県産材の利用促進など、耐震化以外のリフォーム等推進施策と連携した啓発

活動を行います。
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耐震化が進まない要因の一つとして、工事

費への負担感が挙げられ、低廉な費用負担で

耐震改修工事を実施できることが求められま

す。 

県では、建築士等を対象とした低コスト工

法に係る講座・演習等を通して、低コスト工法

の普及に努めています。 

このため、市は、県と連携し、窓口相談や講

習会、出前講座等の機会において、低コスト工

法に関する情報提供や周知を行い、住宅の耐

震化促進に努めます。 

 

 

 

 

安価な耐震改修工法の紹介（愛知県） 
（資料：国土交通省住宅局）
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４ 地域との連携・取組の支援 

 
（１）自治会・町内会、自主防災組織との連携・取組の支援 

耐震改修の促進には、地域の耐震化への意識向上が必要不可欠です。また、災害時の避

難や消火活動では、地域に組織された自治会・町内会、自主防災組織等により、自助及び

共助の観点から行われることが重要です。 

このため市は、これらの組織と連携し、地域で実施する防災訓練等に合わせた耐震診断・

耐震改修に関する市民への啓発や情報提供を推進します。 

また、自主防災組織に対して、地震災害時において倒壊等のおそれがある危険な建築物

の把握や避難路・通学路の点検、避難行動要支援者の情報把握・支援等で協力を依頼する

など、地域ぐるみの防災活動の促進を図ります。 

 

（２）高齢者世帯等への啓発等 

旧耐震基準の住宅所有者の多くを占める高齢者や高齢者のみ世帯への啓発が耐震化促進

を図る上で重要であることから、ホームページやリーフレット等の広報だけではなく、地

域や福祉関係機関（者）と連携し、各世帯の事情に応じ、住み替えや命を守る対策も含め

て対策を提案するなど、耐震化への働きかけを推進します。 

 
①　高齢者世帯への周知活動の推進 

自治会・町内会等の協力の下、高齢者世帯に対し、既存の補助事業や税制優遇措置、住

宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度等についての周知活動を展開し、高齢者の耐震

改修への意欲の向上を図ります。 

 
②　福祉関係機関（者）との連携 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや介護支援専門員等の福祉関係機関

（者）と連携して、高齢者世帯への耐震化の働きかけを推進します。 

特に、福祉関係者等の住宅訪問の際に、家具等が凶器とならないよう、転倒防止対策や

配置方法等について必要な情報提供を行うよう努めます。 

 
③　住宅改善やバリアフリー改修の機会にあわせた耐震改修のＰＲ 

市では、高齢者の身体機能が低下しても住み慣れた自宅で生活できるよう、また、重度

の身体・知的障がいの方が在宅で生活しやすいよう、「高齢者が住みよい住宅改善支援事業」

並びに「在宅重度障害者住宅改善費補助金事業」を実施しています。 

高齢者や障がいのある方が、これらの支援事業を活用して住宅改善やバリアフリー改修

等を実施する機会にあわせて、耐震改修工事との同時施工の働きかけを行うなど、耐震化

への誘導を図ります。  
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第５章  建築基準法による勧告等についての所管行政庁との連携 

 

１ 耐震診断及び耐震改修の法に基づく指導等 

 
（１）耐震改修促進法による指示等の実施について 

市は、特定既存耐震不適格建築物の耐震改修を促進するため、県がその所有者に対して

行なう法第 15 条第１項の規定に基づく指導・助言並びに同条第２項に基づく指示等の実

施及びその指示に従わなかった場合の公表等に対し協力します。 

 
（２）建築基準法による勧告又は命令等の実施について 

市は、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が必要な対策をと

らなかった場合において、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認

められる建築物について、県が所有者に対して行う建築基準法第 10 条第１項に基づく除

却、改築、修繕等の勧告、及び同条第２項に基づく命令に対し協力します。 

 

２ 所管行政庁との連携 

 
市は、所管行政庁である県と連携を密にし、情報の共有を図り、耐震改修促進法に規定

する特定建築物の耐震化の促進に努めます。 

情報の共有にあたって市は、県及び市町村の建築行政担当者（耐震担当者）で構成する

「富山県耐震改修支援事業担当者連絡会議」や特定行政庁(※)等で構成する「富山県建築

行政会議」に情報提供を行います。 

 

図表 5-1　所管行政庁との連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震化の促進 

富山県耐震改修支援事業担当者連絡会議 
 
 
 

情報の共有

富山県

富山市

高岡市

南砺市

耐震化への取組、優先施設の考え方 
公表のあり方、等

情報提供

ほか各市町村

情報提供・共有

情報提供 
・共有

情報提供・共有

情報提供・共有

(※) 特定行政庁（P5～6 「5　用語の定義」参照） 
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第６章  その他耐震診断及び耐震改修の促進に必要な事項 

 

１ 県、関係団体との連携 

 
○　市は、県及び建築関係団体と連携して、市民が適切に耐震化に取り組めるよう努めま

す。 

また、設計事務所、施工業者等が耐震診断や耐震改修等の知識を身に付け、耐震化の

重要性を認識し、建物所有者に対して適切に相談に応じられるよう講習会の開催等に努

めます。 

○　関係団体においては、会員が技術習得に向けて取り組むよう意識啓発を行うよう努め

ます。 

また、耐震化へ向けた相談窓口を設置し、耐震診断・耐震改修の技術的相談にあたる

担当者の紹介や支援制度等の情報提供を行います。 

○　市担当課は、県の関係課と連絡を密にし、所管建築物の耐震化の目標に向けて取り組

みます。 

また、地域防災体制の整備の観点から災害に強いまちづくりが重要であり、自主防災

組織や自治会・町内会等の防災活動の一環として、地震災害時において倒壊等のおそれ

がある危険な建築物の把握のための耐震診断受診の働きかけや、災害時の避難場所まで

の避難路沿いの危険箇所の点検等で協力をお願いするとともに、地震災害を未然に防止

する活動を連携して行います。




